
千葉県環境審議会鳥獣部会ニホンジカ小委員会の開催結果（概要） 

 

 

 

１ 開催日時  平成 27 年 1 月 26 日（月） 

        午後 1時 30 分から午後 2時 20 分 

 

２ 開催場所  森林会館５階 第一会議室 

 

３ 出 席 者 

    【委員】吉田正人委員（委員長）、梅山雄二委員、草刈秀紀委員、廣嶋卓也委員、 

榎本文夫委員、鈴木正春委員、関善之委員、山田一郎委員 

    【 県 】伊藤自然保護課長、武田副課長（鳥獣対策）、他自然保護課職員 

 

４ 議  案 

  議案第 1号 第 3次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）の策定について 

 

５ 審議結果 

  上記４の議案について審議がなされ、原案のとおり異議なく議決された。 

 

６ 主な意見 

 (1) 議案第 1号 

   特になし 

 

７ その他 

   第１号議案については、平成２７年３月１１日開催予定の鳥獣部会での審議が必要

であるため審議結果を報告する。 



千葉県環境審議会鳥獣部会ニホンジカ小委員会次第 

 

 

日時 平成 27 年 1 月 26 日（月） 

午後 1時 30 分から 

場所 千葉県森林会館 5階     

第 1 会議室         

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 千葉県環境生活部自然保護課長あいさつ 

 

 

３  議 案 

   第 1 号 第 3 次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）の策定に

ついて 

 

   

４ その他 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 



千葉県環境審議会鳥獣部会ニホンジカ小委員会 

出席者名簿 
 

平成２７年１月２６日（月）   

千葉県森林会館５階 第１会議室 

 

区 分 氏  名 役   職   名 出欠 

部会委員 

吉田 正人 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授 出 

梅山 雄二 千葉県森林組合連合会 代表理事専務 出 

専門委員 

草刈 秀紀 「野生生物と社会」学会 理事 出 

廣嶋 卓也 東京大学大学院附属千葉演習林 講師 出 

榎本 文夫 一般社団法人千葉県猟友会 事務局長 出 

臨時委員 

鈴木 正春 安房農業協同組合 常務理事 出 

関 善之 勝浦市 農林水産課長 出 

山田 一郎 鴨川市 農水商工課長 出 

茂田 達也 君津市 農林振興課長 欠 

 

 



　　　　せき

　      やまだ

出
入
り
口

　　　　うめやま

山田　委員

水貝主査

　　　　くさかり

　　　　えのもと

関　委員

　　　　すずき

鈴木　委員

（傍聴席）

萩原副主査 武田副課長

榎本　委員

大澤班長伊藤課長

廣嶋　委員

草刈　委員

千葉県環境審議会鳥獣部会ニホンジカ小委員会　座席表

             よしだ

梅山　委員

吉田 委員長

　　　　ひろしま



  

 

 

 

資   料 

（ニホンジカ小委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１月２６日（月） 



1 
 

議案第１号 

 

「第３次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）」の策定について 

 

 

「第３次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）」について、別紙のとおり

計画を策定する。 

 

 根拠法令 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律

第４６号）附則第６条 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第７条の２ 

  

 





第３次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）（変更）新旧対象表 

（傍線部分は改正部分） 

新計画 前計画 備考 

第３次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ） 

 

計画期間  平成２７年５月２９日から平成２９年３月３１日まで 

 

平成２７年 月 

 

 

千  葉  県 

 

目     次 

 

第Ⅰ部 

１ 計画策定の目的及び背景 

 （１）背景 

 （２）第３次計画策定の目的 

２ 管理すべき鳥獣の種類 

３ 計画の期間 

４ 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 

５ 第二種特定鳥獣の管理の目標 

（１）現状 

①生息環境 

②生息動向及び捕獲状況 

③農林業の被害状況 

④農林業被害防除状況 

⑤植生への影響 

⑥ヤマビルによる被害 

⑦狩猟者の動向と個体数調整 

（２） 管理の目標 

（３） 目標を達成するための施策の基本的考え方 

①ニホンジカ保護管理ユニット 

②ゾーニング 

③目標密度の設定 

６ 第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項 

第３次千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ） 

 

計画期間  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

平成２４年３月 

 

 

千  葉  県 

 

目     次 

 

第Ⅰ部 

１ 計画策定の目的及び背景 

 （１）背景 

 （２）第３次計画策定の目的 

２ 保護管理すべき鳥獣の種類 

３ 計画の期間 

４ 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域 

５ 特定鳥獣の保護管理の目標 

（１）現状 

①生息環境 

②生息動向及び捕獲状況 

③農林業の被害状況 

④農林業被害防除状況 

⑤植生への影響 

⑥ヤマビルによる被害 

⑦狩猟者の動向と個体数調整 

（２）保護管理の目標 

（３） 目標を達成するための施策の基本的考え方 

①ニホンジカ保護管理ユニット 

②ゾーニング 

③目標密度の設定 

６ 特定鳥獣の数の調整に関する事項 

法改正に伴う名称変更 

 

計画期間の修正 

 

策定年月日の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

法改正に伴う語句修正 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 



新計画 前計画 備考 

（１）数の調整を行うための捕獲方法の検討 

（２）第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整 

（３）狩猟 

（４）指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関する事項 

７ 第二種特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項 

（１）生息環境の保護 

（２）生息環境の管理 

８ その他第二種特定鳥獣の管理のために必要な事項 

 （１）実施体制の整備 

 （２）防護柵の設置に関する事項 

 （３）有害獣対策指導員の設置に関する事項 

 

（４）モニタリング等の調査研究 

①モニタリングの項目 

②モニタリングの活用 

③基礎データ収集体制の維持 

（５）計画の実施体制 

  ①計画作成・検討機関 

  ②千葉県野生鳥獣対策本部 

  ③実施機関 

  ④野生動物保護管理体制の検討 

（６）その他 

  ①情報公開（普及啓発）と合意形成 

  ②フィードバックシステムの確立 

 

 

第Ⅱ部  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）数の調整を行うための捕獲方法の検討 

（２）特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整 

（３）狩猟 

 

７ 特定鳥獣の生息地の保護及び管理に関する事項 

（１）生息環境の保護 

（２）生息環境の管理 

８ 特定鳥獣による被害防止のために必要な事項 

 （１）実施体制の整備 

 （２）防護柵の設置に関する事項 

 （３）有害獣対策指導員の設置に関する事項 

９ その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項 

（１）モニタリング等の調査研究 

①モニタリングの項目 

②モニタリングの活用 

③基礎データ収集体制の維持 

（２）計画の実施体制 

  ①計画作成・検討機関 

  ②千葉県野生鳥獣対策本部 

  ③実施機関 

  ④野生動物保護管理体制の検討 

（３）その他 

  ①情報公開（普及啓発）と合意形成 

  ②フィードバックシステムの確立 

 

 

 

第Ⅱ部  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

法改正に伴う項目追加 

法改正に伴う語句修正 

 

 

法改正に伴う項目変更 

 

 

 

法改正に伴う項目整理 

項目番号の修正 

 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新計画 前計画 備考 

第Ⅰ部 

 

１ 計画策定の目的及び背景  （略） 

 

２ 管理すべき鳥獣の種類 

  ニホンジカ 

 

３ 計画の期間   

  平成 27 年 5月 29 日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

４ 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 

千葉市 市原市 茂原市 長柄町 長南町 睦沢町 一宮町 

大網白里市 勝浦市 いすみ市 大多喜町 御宿町 館山市 

鴨川市 南房総市 鋸南町 木更津市 君津市 富津市 袖

ヶ浦市 

 

５ 第二種特定鳥獣の管理の目標 

（１）現状 

①～⑥  （略） 

⑦狩猟者の動向と個体数調整（付属資料 29～30） 

  （略） 

 現在、県内において個体数調整の担い手となっているのは

主に（一社）千葉県猟友会参傘下の単位猟友会だが、猟友会

会員についても同じ状況である。 

  （略） 

（２）管理の目標 

（略） 

（３）目標を達成するための基本的考え方 

（略） 

 

６ 第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項 

（１）  （略） 

（２）第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整（付属資料 37） 

  （略） 

（３）狩猟 

本県では、基本的に昭和 36 年よりニホンジカの狩猟が禁止され

第Ⅰ部 

 

１ 計画策定の目的及び背景  （略） 

 

２ 保護管理すべき鳥獣の種類 

  ニホンジカ 

 

３ 計画の期間   

  平成 24 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

４ 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域 

千葉市 市原市 茂原市 長柄町 長南町 睦沢町 一宮町 

大網白里町 勝浦市 いすみ市 大多喜町 御宿町 館山市 

鴨川市 南房総市 鋸南町 木更津市 君津市 富津市 袖

ヶ浦市 

 

５ 特定鳥獣の保護管理の目標 

（１）現状 

①～⑥  （略） 

⑦狩猟者の動向と個体数調整（付属資料 29～30） 

  （略） 

 現在、県内において個体数調整の担い手となっているのは

主に（社）千葉県猟友会参傘下の単位猟友会だが、猟友会会

員についても同じ状況である。 

  （略） 

（２）保護管理の目標 

（略） 

（３）目標を達成するための基本的考え方 

（略） 

 

６ 特定鳥獣の数の調整に関する事項 

（１）  （略） 

（２）特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整（付属資料 37） 

  （略） 

（３）狩猟 

本県では、基本的に昭和 36 年よりニホンジカの狩猟が禁止され

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

計画始期の修正 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

 

 

名称変更 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 



新計画 前計画 備考 

てきたため、個体数調整は県および市町村における捕獲事業に委ね

られてきた。しかしながら、個体数調整を取り巻く状況は予算の不

足、担い手の不足等厳しい状況となっており、ニホンジカの増加に

対し捕獲が追いつかない状況が続いている。 

このような状況から、現行の体制ではニホンジカの個体数の増加

傾向を抑えることは相当困難であると言わざるを得ず、保護管理の

現状、関係者の意見等を勘案し、個体数を調整するための手段とし

て、第 1 次計画から狩猟（雌雄）を取り入れてきた。 

第 3 次計画においてもニホンジカ猟（以下、狩猟という）を実施

する。本計画の目標とモニタリング結果及び関係者の意見を尊重

し、安全面とニホンジカ個体群の安定的維持や適正な管理に支障を

来たすことのないようにする。 

具体的には、狩猟を効果的かつ安全に機能させるため、網猟・わ

な猟は本県全域で実施し、銃猟は入猟者承認制度に基づく必要な規

制の下で実施することとする。なお、狩猟の規制内容については、

毎年の実施状況を踏まえて検討するとともに、地域個体群の安定的

維持の観点から、できるだけ捕獲数の総量規制が可能となる措置を

講ずることとする。 

また、狩猟の実施にあたっては、県職員や鳥獣保護管理員により

狩猟期間中の巡回指導を行うとともに、狩猟者に対する指導を徹底

する。また、地元住民への周知、市町村、警察との連携強化など、

事故防止のための対策を行うこととする。 

（４）指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関する事項 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第７条の２

第２項第５号の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施にあたっ

ては、事業を実施する必要性、実施期間、実施区域、事業の目標、

事業の実施方法及び実施結果の把握並びに評価、事業の実施者等を

指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（以下、「実施計画」という。）

に定める。 

 ①事業を実施する必要性 

  ニホンジカの生息状況等を継続して調査しているが、近年、生

息数の増加により生息域も拡大しており、高い生息密度を示す地

域や新たな被害地も発生している状況である。 

このため、本計画の管理目標である生息密度の低減に向けて、

既存の市町村による有害捕獲事業に加え、県が指定管理鳥獣捕獲

等事業を実施する。この際には、市町村との役割分担などを考慮

てきたため、個体数調整は県および市町村における捕獲事業に委ね

られてきた。しかしながら、個体数調整を取り巻く状況は予算の不

足、担い手の不足等厳しい状況となっており、ニホンジカの増加に

対し捕獲が追いつかない状況が続いている。 

このような状況から、現行の体制ではニホンジカの個体数の増加

傾向を抑えることは相当困難であると言わざるを得ず、保護管理の

現状、関係者の意見等を勘案し、個体数を調整するための手段とし

て、第 1 次計画から狩猟（雌雄）を取り入れてきた。 

第 3 次計画においてもニホンジカ猟（以下、狩猟という）を実施

する。本計画の目標とモニタリング結果及び関係者の意見を尊重

し、安全面とニホンジカ個体群の安定的維持や適正な保護管理に支

障を来たすことのないようにする。 

具体的には、狩猟を効果的かつ安全に機能させるため、網猟・わ

な猟は本県全域で実施し、銃猟は入猟者承認制度に基づく必要な規

制の下で実施することとする。なお、狩猟の規制内容については、

毎年の実施状況を踏まえて検討するとともに、地域個体群の安定的

維持の観点から、できるだけ捕獲数の総量規制が可能となる措置を

講ずることとする。 

また、狩猟の実施にあたっては、県職員や鳥獣保護員により狩猟

期間中の巡回指導を行うとともに、狩猟者に対する指導を徹底す

る。また、地元住民への周知、市町村、警察との連携強化など、事

故防止のための対策を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う語句修正 

 

 

 

法改正に伴う新規項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新計画 前計画 備考 

し実施区域等について調整を行うよう留意する。 

 ②実施期間 

  実施期間については、原則として１年以内とするが、実施区域

の実情に応じて適切な期間で設定するものとし、必要に応じて年

度を越えた対応も可能とする。 

 ③実施区域 

  実施区域については、ニホンジカが生息する地域とし、具体的

には事業計画において定める。 

 ④事業の目標 

  指定管理鳥獣捕獲等事業の進捗状況や達成度の評価が可能とな

るよう具体的な目標の設定を考えており、詳細な事業の目標につ

いては実施計画において定める。 

 ⑤事業の実施方法及び実施結果の把握並びに評価 

 事業の実施方法については、猟法（銃猟、わな猟、網猟等）や

規模（日数、回数、人数等）、作業手順や安全管理、錯誤捕獲時

の対応、捕獲個体の回収方法・捕獲個体の処分方法について実施

計画に定める。 

  また、当該事業の実施にあたっては、認定鳥獣捕獲等事業者

（以下、「認定事業者」という。）の活用など効果的な実施に努

める。 

なお、指定管理鳥獣捕獲等事業を適切に進めるため、実施結果

の把握及び評価並びに計画の改善を実施し得る体制を整備すると

ともに、必要に応じて大学・研究機関及び鳥獣の研究者との連携

に努める。 

 ⑥事業の実施者 

  千葉県 

 

７ 第二種特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項 

  （略） 

 

８ その他第二種特定鳥獣の管理のために必要な事項 

（１）実施体制の整備 

被害防除対策の実施に当たっては、県の環境部門や農政・林政部

門、試験研究機関が協力して、総合的に行うこととする。また、市

町村、農林業者、地域住民、森林管理者、狩猟者団体等と連携する

とともに、関連民間団体や都市部住民等によるボランティアからも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 特定鳥獣の生息地の保護及び管理に関する事項 

  （略） 

 

８ 特定鳥獣による被害防止のために必要な事項 

（１）実施体制の整備 

被害防除対策の実施に当たっては、県の環境部門や農政・林政部

門、試験研究機関が協力して、総合的に行うこととする。また、市

町村、農林業者、地域住民、森林管理者、狩猟者団体等と連携する

とともに、関連民間団体や都市部住民等によるボランティアからも
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協力を得る。 

県は、ニホンジカの生態や被害防除技術に関するマニュアル等を

整備するとともに、専門家による講習会等の開催や地域における被

害防除のための活動に積極的に関わることにより市町村や農林業関

係者を含む地域住民に対し、総合的な鳥獣害対策の知識や技術を普

及し管理対策の人材を育成する。 

また、自然環境の保全や農業地域と都市地域の交流などを目的と

した民間団体と協働し、房総中南部地域が抱える獣害問題について

多くの県民に理解を求めるとともに、農村の活性化に努める。 

県や市町村、農業協同組合、森林組合等は、互いに連携し、被害

を受けている農家に対し、技術的な支援を行うとともに、被害防除

に関する情報を提供する。 

（２）防護柵の設置に関する事項  （略） 

（３）有害獣対策指導員の設置に関する事項 

被害市町村に有害獣対策指導員を設置し、電気柵等の被害防除施

設の定期的な巡回、被害対策技術の指導・普及などを実施し、被害

農家の意識高揚を図る。 

なお、平成 24 年度より防護柵の設置が進んできた南房総市を区

域に加える。 

また、指導員の知識や技術を向上させるため、県は指導員に対し

積極的に管理に関する情報を提供するとともに、研修会等を実施す

る。 

これらにより、指導員は、電気柵の維持管理、集落における野生

動物誘因の除去など、より専門的な知識や技術を身に付け、農家に

対し情報提供や支援を行う。 

 

 

（４）モニタリング等の調査研究 

本県のニホンジカを科学的・計画的に管理していくためには、長

期にわたって、生息数や生息密度、個体の状態等について調査し、

その動向を把握していくことが重要である。 

モニタリング調査により得られた各種の指標に基づき、過去に実

施した保護管理対策の効果を検証するとともに、目標密度や捕獲個

体数、捕獲区域、被害防除方法など次期の管理施策に反映させる。 

 

①モニタリングの項目  （略） 

協力を得る。 

県は、ニホンジカの生態や被害防除技術に関するマニュアル等を

整備するとともに、専門家による講習会等の開催や地域における被

害防除のための活動に積極的に関わることにより市町村や農林業関

係者を含む地域住民に対し、総合的な鳥獣害対策の知識や技術を普

及し保護管理対策の人材を育成する。 

また、自然環境の保全や農業地域と都市地域の交流などを目的と

した民間団体と協働し、房総中南部地域が抱える獣害問題について

多くの県民に理解を求めるとともに、農村の活性化に努める。 

県や市町村、農業協同組合、森林組合等は、互いに連携し、被害

を受けている農家に対し、技術的な支援を行うとともに、被害防除

に関する情報を提供する。 

（２）防護柵の設置に関する事項  （略） 

（３）有害獣対策指導員の設置に関する事項 

被害市町村に有害獣対策指導員を設置し、電気柵等の被害防除施

設の定期的な巡回、被害対策技術の指導・普及などを実施し、被害

農家の意識高揚を図る。 

なお、平成 24 年度より防護柵の設置が進んできた南房総市を区

域に加える。 

また、指導員の知識や技術を向上させるため、県は指導員に対し

積極的に保護管理に関する情報を提供するとともに、研修会等を実

施する。 

これらにより、指導員は、電気柵の維持管理、集落における野生

動物誘因の除去など、より専門的な知識や技術を身に付け、農家に

対し情報提供や支援を行う。 

 

９ その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項 

（１）モニタリング等の調査研究 

本県のニホンジカを科学的・計画的に保護管理していくために

は、長期にわたって、生息数や生息密度、個体の状態等について調

査し、その動向を把握していくことが重要である。 

モニタリング調査により得られた各種の指標に基づき、過去に実

施した保護管理対策の効果を検証するとともに、目標密度や捕獲個

体数、捕獲区域、被害防除方法など次期の保護管理施策に反映させ

る。 

①モニタリングの項目  （略） 
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②モニタリングの活用 

上記の項目により調査し、得られた結果は管理計画を進める

際の指標として活用する。そのため、個体数の推定方法の精度

向上、被害状況調査の手法の改善や評価方法の導入、生息密度

と農林業被害・自然植生への影響の関係の解明などの課題に取

り組む必要がある。 

③基礎データ収集体制の維持（付属資料３４） 

捕獲した個体から得られる様々な情報の積み重ねは、長期的

に管理を実施していく上で貴重な基礎資料となるものである。 

 

本県においては、市町村の有害鳥獣捕獲により捕獲した個体

の一部から下顎骨、胃内容物、腎臓及び腎脂肪、子宮、卵巣を

採取し、性別、体重、角の数、捕獲地点の報告を、また、全個

体について個体記録一覧票及び捕獲地点図の提出を義務付けて

いる。 

これらは適切な管理を推進するための基礎データを収集する

体制として、今後も県が責任を持って継続していく必要があ

る。また、県による調査捕獲の復活について、今後、必要に応

じて検討を加えるものとする。 

県及び市町村は基礎資料蓄積の重要性を認識し、捕獲実施者

への周知徹底を図ることとする。 

また、狩猟により捕獲された個体のデータを収集するため、

狩猟者に対しても協力を求めていくこととする。 

 

（５）計画の実施体制 

①計画作成・検討機関 

第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）を作成する場合、千

葉県環境審議会鳥獣部会ニホンジカ小委員会（以下、「ニホン

ジカ賞委員会」という。）を設置する。当該ニホンジカ小委員

会では、ニホンジカに係る被害防除や個体数調整、生息環境の

保全・整備等管理に係る総合的な施策について検討を行う。当

該ニホンジカ小委員会はニホンジカの管理に係る各方面の関係

者により構成されるものとする。なお、計画に基づき実施され

た施策の効果を評価・検証し、次期計画に反映させるため、当

該ニホンジカ小委員会は毎年開催することとする。 

 

②モニタリングの活用 

上記の項目により調査し、得られた結果は保護管理計画を進

める際の指標として活用する。そのため、個体数の推定方法の

精度向上、被害状況調査の手法の改善や評価方法の導入、生息

密度と農林業被害・自然植生への影響の関係の解明などの課題

に取り組む必要がある。 

③基礎データ収集体制の維持（付属資料３４） 

捕獲した個体から得られる様々な情報の積み重ねは、長期的

に保護管理を実施していく上で貴重な基礎資料となるものであ

る。 

本県においては、市町村の有害鳥獣捕獲により捕獲した個体

の一部から下顎骨、胃内容物、腎臓及び腎脂肪、子宮、卵巣を

採取し、性別、体重、角の数、捕獲地点の報告を、また、全個

体について個体記録一覧票及び捕獲地点図の提出を義務付けて

いる。 

これらは適切な保護管理を推進するための基礎データを収集

する体制として、今後も県が責任を持って継続していく必要が

ある。また、県による調査捕獲の復活について、今後、必要に

応じて検討を加えるものとする。 

県及び市町村は基礎資料蓄積の重要性を認識し、捕獲実施者

への周知徹底を図ることとする。 

また、狩猟により捕獲された個体のデータを収集するため、

狩猟者に対しても協力を求めていくこととする。 

 

（２）計画の実施体制 

①計画作成・検討機関 

特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）を作成する場合、検討

会等を設置する。当該検討会等では、ニホンジカに係る被害防

除や個体数調整、生息環境の保全・整備等保護管理に係る総合

的な施策について検討を行う。当該検討会等はニホンジカの保

護管理に係る各方面の関係者により構成されるものとする。な

お、計画に基づき実施された施策の効果を評価・検証し、次期

計画に反映させるため、当該検討会等は毎年開催することとす

る。 

また、計画に基づき実施された施策の効果を科学的・専門的

に評価・検証するための検討会に附属する機関の設置について
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②千葉県野生鳥獣対策本部（付属資料 1・2）  （略） 

③実施機関 

計画に基づき実施する各種施策は、県、市町村が主体となる

が、主要な実施者は、生産者団体や狩猟者団体が行う場合が多

い。これらの機関は管理の実行に欠かせない重要な現場技能集

団であるが、近年の中山間地における過疎化や高齢化の進行等

により人材の確保が困難となっている。 

 多様な実施主体の存在は、管理計画の目標を達成するため必要

不可欠である。県は関係機関と連携し、担い手の増加及び質の向

上のため実施することとした各種対策の継続実施に努めることと

する。 

④野生動物管理体制の検討 

現在、本県のニホンジカに関しては県による調査が行われ、

管理の基礎となるデータを毎年蓄積し、施策の重要な基礎資料

となっている。 

野生動物の管理に対しては、科学的知見に基づき専門的、長

期的、総合的に取り組む必要がある。そのためには、恒常的な

モニタリングが必要不可欠であるが、ニホンジカのみならずニ

ホンザル、イノシシ、外来種であるアカゲザル、キョン、アラ

イグマ、ハクビシンなど早急に対処すべき野生動物に関する課

題が山積している現在では、必要とされるすべての調査を実施

するには至っていない。 

そのため、今後は、県が専門的・継続的にこの問題に対応

し、一貫した施策を実施するため、鳥獣行政全般を担当する専

門職員の養成や組織体制の整備について検討することとする。 

（６）その他 

①情報公開(普及啓発)と合意形成 

県は、野生鳥獣の管理について、積極的に情報公開を行う。 

県は市町村と協力し、計画内容やモニタリング調査等の情報公開

を行い、農林業団体、自然保護団体等、広く県民の合意形成を図る

よう努める。 

②フィードバックシステムの確立 

管理対策の結果を的確に評価し、次期計画にフィードバックする

ため、以下のような管理体制を持続させる。 

 

検討する。 

②千葉県野生鳥獣対策本部（付属資料 1・2）  （略） 

③実施機関 

計画に基づき実施する各種施策は、県、市町村が主体となる

が、主要な実施者は、生産者団体や狩猟者団体が行う場合が多

い。これらの機関は保護管理の実行に欠かせない重要な現場技

能集団であるが、近年の中山間地における過疎化や高齢化の進

行等により人材の確保が困難となっている。 

 多様な実施主体の存在は、保護管理計画の目標を達成するため

必要不可欠である。県は関係機関と連携し、担い手の増加及び質

の向上のため実施することとした各種対策の継続実施に努めるこ

ととする。 

④野生動物保護管理体制の検討 

現在、本県のニホンジカに関しては県による調査が行われ、

保護管理の基礎となるデータを毎年蓄積し、施策の重要な基礎

資料となっている。 

野生動物の保護管理に対しては、科学的知見に基づき専門

的、長期的、総合的に取り組む必要がある。そのためには、恒

常的なモニタリングが必要不可欠であるが、ニホンジカのみな

らずニホンザル、イノシシ、外来種であるアカゲザル、キョ

ン、アライグマ、ハクビシンなど早急に対処すべき野生動物に

関する課題が山積している現在では、必要とされるすべての調

査を実施するには至っていない。 

そのため、今後は、県が専門的・継続的にこの問題に対応

し、一貫した施策を実施するため、鳥獣行政全般を担当する専

門職員の養成や組織体制の整備について検討することとする。 

（３）その他 

①情報公開(普及啓発)と合意形成 

県は、野生鳥獣の保護管理について、積極的に情報公開を行う。 

県は市町村と協力し、計画内容やモニタリング調査等の情報公開

を行い、農林業団体、自然保護団体等、広く県民の合意形成を図る

よう努める。 

②フィードバックシステムの確立 

保護管理対策の結果を的確に評価し、次期計画にフィードバック

するため、以下のような保護管理体制を持続させる。 
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第Ⅱ部 

 

  （略） 

 

【引用文献】 

  （略） 

 

 

第Ⅱ部 

 

  （略） 

 

【引用文献】 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

第３次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）（案）の概要 

 

１ 計画の期間 

  平成２７年５月２９日から平成２９年３月３１日まで 

 

２ 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 

千葉市 市原市 茂原市 長柄町 長南町 睦沢町 一宮町  

大網白里市 勝浦市 いすみ市 大多喜町 御宿町 館山市 鴨川市 南房総市  鋸南町 

木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 

 

３ 計画の主な内容 

（１）管理の目標 

   ① 生物多様性の保全 

   ② ニホンジカの地域個体群の将来にわたっての安定的な維持 

   ③ 農林業被害の削減 

 

（２）目標を達成するための基本的な考え方（ゾーニングと目標密度の設定） 

ゾーニング名 目標密度 

保全調整地域 

（林野率国公有林率の高い地域等からなる本県のニホン

ジカの生息地の中心となるべき地域） 

 

３～７頭/k ㎡ 

 

農業優先地域 

（保全調整地域の周辺に位置し、農耕地としての利用が

多くなされている地域） 

 

３頭以下/k ㎡ 

 

拡大防止区域 

（農業優先地域の周辺に位置し、農林業被害発生の未然

防止のため、ニホンジカの拡大防止に努める地域） 

 

０頭/k ㎡ 

 

  将来的には本県のニホンジカを、１，０００～１，５００頭で維持することが適当。 

 

（３）第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項 

  ① 市町村 

本計画に基づきニホンジカの個体数調整に努める。 

   ② 県 

市町村の行う個体数調整に対し、毎年、推定生息数を示すとともに、必要に応じて市

町村に助言する。 

モニタリングと個体数調整を目的とした調査捕獲事業を必要に応じ実施する。 

個体数調整の担い手としての狩猟者を育成・確保対策の実施に努める。 

   ③ 狩猟 

狩猟を効果的かつ安全に機能させるため、網猟・わな猟は本県全域で実施し、銃猟は

入猟者承認制度に基づく必要な規制の下で実施することとし、狩猟の規制内容について

は、毎年の実施状況を踏まえて検討する。 

 

 



（４）指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関する事項（法改正に伴い項目追加） 

近年、生息数の増加により生息域も拡大しており、高い生息密度を示す地域や新たな被

害地も発生している状況である。 

このため、本計画の管理目標である生息密度の低減に向けて、既存の市町村による有害

捕獲事業に加え、県が指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する。この際には、市町村との役割

分担などを考慮し実施区域等について調整を行うよう留意する。 

 

（５）第二種特定鳥獣の生息地の保護及び管理 

   ① 生息地の保護 

     鳥獣保護区の継続指定と、生息地間を結ぶ回廊となるべき地域の新規指定について、

農林業被害の状況を踏まえ、各関係者との調整に努める。 

   ② 生息地の管理 

      人工林の長伐期化、伐採面積の細分化や複層林化、適度な間伐などの方法により、食

餌植物を制限し、個体数をコントロールする必要がある。 

農耕地やその周辺を栄養価の高い食物を手軽に採食できる場として認識させないため、

林縁や耕作放棄地など農用地の適正管理、放任果樹の伐採、防護柵の計画的な設置など

の環境整備を推進する必要がある。 

 

（６）その他第二種特定鳥獣の管理のために必要な事項 

①被害防止対策 

   ア 実施体制の整備 

     様々な主体が協力して総合的に取り組むとともに、被害防止に関するマニュアルの整

備や専門家による講習会等を開催し、被害防除のための技術を普及し保護管理対策の人

材を育成する。 

   イ 防護柵の設置 

     防護柵の適正な設置や管理により、被害を防ぐことができるため、引き続き設置を推

進する。 

     設置に当たっては、被害地全体での被害減少を図るため、集落を単位とした長期的な

全体計画を実施主体が作成し、それに基づき毎年設置することが望ましい。 

   ②有害獣対策指導員の設置 

     被害市町村に有害獣対策指導員を設置し、電気柵等の被害防除施設の定期的な巡回、

被害対策技術の指導・普及などを実施し、被害農家の意識高揚を図る。 

③その他 

   ア 計画の実施体制 

    １） ニホンジカ小委員会 

ニホンジカの管理に係る各方面の関係者により構成される千葉県環境審議会鳥獣部

会ニホンジカ小委員会において、第二種特定鳥獣管理計画の策定について検討を行う。 

計画に基づき実施された施策の効果を評価・検証し、次期計画に反映させるため、

毎年開催する。     

 

  



 

 

 

 

第３次千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間  平成２７年５月２９日から平成２９年３月３１日まで 
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第Ⅰ部 



１ 計画策定の目的及び背景 

（１）背景 

 本県のニホンジカは、房総丘陵を中心に生息する、孤立した個体群である。 

 本県におけるニホンジカの記録は、縄文時代の遺跡や鹿狩りに関する近世の古文書に見

ることができ、かつては千葉県のほぼ全域で生息していたと推察される。 

 しかし、明治維新以後は農地の拡大や高い狩猟圧により分布範囲を狭めていき、昭和 30

年代には絶滅の危険性が言われるまでになった。 

 そのため、県では、国が狩猟を禁止していたメスジカに加え、昭和 36 年からオスジカ

の狩猟を禁止することとした。 

 こうした保護対策の継続と生息地における大規模な森林伐採、幼齢植林地の造成等ニホ

ンジカの生息数増加の要因となる好適な餌場環境が人工的に作り出されたことにより、生

息数の増加、生息域の拡大が起こったと考えられる。県の記録によれば農林業への被害は

昭和 53 年から発生し、昭和 56 年からは防護柵の設置、昭和 61 年からは有害鳥獣捕獲な

どの対策が開始された。 

 しかしながら、農林業への被害は年々増加拡大し、平成 2 年度の被害総額は約 8 千万円

近くにまで達したため、県は平成 3 年度にオスジカの狩猟禁止措置を一部解除するととも

に、ニホンジカの適正な保護管理対策の検討と関係者の合意形成を図る場として「千葉県

野生鹿保護管理対策協議会」を設置した。以後、平成 7年度、12 年度のオスジカの狩猟禁

止措置の更新に併せて同協議会を開催し、その都度、本県のニホンジカの適正な保護管理

の方向性について検討を行い、その協議結果に基づき、ニホンジカの生息状況等を継続し

て調査し、その調査結果を施策に反映させることにより、農林業被害の軽減と個体群の安

定的な維持を図ってきたところである。 

 さらに、平成 17 年 4 月 1 日から「第１次特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）」を策

定し、その管理の下、県および市町村による捕獲事業の実施や、狩猟（オス・メス）の一

部解禁など各種対策を講じてきたところであるが、ニホンジカによる農林業への被害は減

少する傾向にあるものの、生息数は増加しており、高い生息密度を示す地域や新たな被害

地も発生している。また、ニホンジカの生息地におけるヤマビルの広がりは、営農意欲の

減退など、地元住民に対して精神的なダメージを与えている。 

 

（２）第 3次計画策定の目的 

 本計画は、第 1、2 次計画の実施状況と課題を踏まえ、科学的な知見に基づき、関係者

との合意形成を図りながら策定する。また、本計画に基づき、県をはじめとする多様な実

施主体の手により、「個体数調整」「生息地の保全」「農林業被害防除」が計画的・総合

的に実施され、生物多様性の保全、農林業被害の削減、ニホンジカ地域個体群の将来にわ

たっての安定的維持が図られることを目的とする。 

 

 

 



２ 管理すべき鳥獣の種類 

  ニホンジカ 

 

３ 計画の期間 

  平成 27 年 5 月 29 日～平成 29 年 3 月 31 日  

 

４ 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 

千葉市 市原市 茂原市 長柄町 長南町 睦沢町 一宮町 大網白里市 

勝浦市 いすみ市 大多喜町 御宿町 館山市 鴨川市 南房総市  

鋸南町 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 

   

５ 第二種特定鳥獣の管理の目標 

（１）現状 

①生息環境（付属資料 12～18） 

房総半島におけるニホンジカの分布状況は図に示したとおりである。 

ニホンジカの分布の中央部には、東京大学千葉演習林、国有林、県有林がまとまって

位置し、これらの南側には財産区が隣接している。 

その周辺には民有林が多く存在し、まとまった農耕地も存在している。農耕地は分布

の中心部にも点在している。現在、これらの農耕地の中には、生産調整や人手不足或い

は鳥獣やヤマビルによる被害により休耕を余儀なくされ、放置されている土地もある。 

房総丘陵には愛宕山、清澄山、石尊山、元清澄山などの山々があるが、清澄山系の海

抜は清澄山の 370ｍが最高である。海抜高度は低いが地形は褶曲に富み、大小の沢が入

り組んで起伏が激しいため、一見山岳の趣を備えた地域である。 

気候は温暖で、古くからスギ、ヒノキなどの造林が進められ、農耕地としての利用も

多くなされている。広葉樹林の一部は、かつては薪炭林として利用されていたが、今は

あまり利用されず、シイ、カシの萌芽林を初めとする二次林となっている。つまり、房

総丘陵の植生は地形の複雑性と相まって、人為的干渉も加わり、小さな面積で異なった

タイプの植生がモザイク状に配置されているのが特徴であると言える。 

ニホンジカの生息の中心となる地域は、国公有林が多くを占めているが、農耕地が散

在しているのも房総丘陵の特徴であるため、1970 年代の大規模伐採や、森林内での道路

の敷設などにより好適な餌場環境が出現した結果、生息数を増加させたニホンジカが、

農耕地周辺にまで分布拡大し、栄養分がより豊かな農作物をエサとして高い率で繁殖す

るという悪循環が発生しているものと思われる。なお、房総のシカの高い繁殖力は、生

産性が高く採食によって現存量が低下しない開放環境に存在する植物により維持されて

いることが報告されている（宮下 2007）。 

現在問題となっている、農作物や植生への被害を軽減するためには、ニホンジカの個

体数（生息密度）を適正な数まで抑制するとともに、生息の中心となるべき地域におい

ては、ニホンジカが自然状態で生息していけるような環境を整備する必要がある。 



 

②生息動向及び捕獲状況（付属資料 5～8・19～27） 

昭和 49 年に実施された生息状況調査では、ニホンジカの生息地は清澄山系の限られ

た地域のみで、推定分布面積は 40ｋ㎡であった。 

その後、平成に入るまでの間に実施された調査結果を見ると、狩猟禁止措置の継続や

好適な食物条件の出現によりニホンジカの生息範囲と生息数が大きく拡大していったこ

とが分かる。 

平成に入ってからの生息面積と個体数は 260ｋ㎡～280ｋ㎡、1,600 頭～2,000 頭で推

移しており、昭和 61 年度から開始された市町村による有害鳥獣捕獲事業や平成 4 年度

から開始された県による生息数調整事業により、大幅な個体数の増加や分布拡大は抑え

られていたと考えられる。ところが、平成 10 年度以降は個体数が増加し、平成 22 年度

末推定頭数は約 6,800 頭となっている。推定生息域は平成 13 年度の 440ｋ㎡から平成

21 年度の 1,301ｋ㎡へと大幅に拡大し、新たにいすみ市、茂原市、長南町、長柄町、睦

沢町、館山市、南房総市、木更津市、袖ケ浦市で生息が確認された。 

分布拡大の原因としては、分布外縁部での捕獲圧が弱いこと及び低密度ゆえの良好な

食物条件、生産性が高く採食によって現存量が低下しない開放環境に支えられて、高い

繁殖力が維持されていることが考えられる。（宮下 2007） 

なお、平成 13 年度までに生息が確認されていた地域内（ニホンジカの中心的生息地

域）での生息数は、推定生息数の中位値で比較すると、平成 20 年度以降減少傾向を示

すようになっている。 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

中心的生息地域の年度末

推定生息数 

5,455 頭 5,614 頭 

※2 

 

5,519 頭 

平成 21 年度以降の調査

で生息が確認された地域

の年度末推定生息数 

 944 頭 1,370 頭 

※3 

県内合計 5,455 頭 6,558 頭 6,889 頭 

※1 推定生息数は幅がある数値であるが、単純化するため中位値を表記。 

※2 平成 21 年度以降は、推定頭数の算出に使用する森林面積を変更（印刷地図情報→

ＧＩＳ情報）したため、平成 20 年度までの推定頭数と、平成 21 年度以降の推定生

息数は直接比較できないが、従来の森林面積値を使用した場合の推定生息数は

5,447 頭（中心的生息地域内の平成 21 年度末）であり、増加が止まっている。（推

定生息密度に森林面積を乗じて地域の生息数を推定するため、使用する森林面積が

増えれば、推定生息数も増加する） 

※3 平成 22 年度調査により新たに生息が確認された地域内の生息数を加算したため、

平成 21 年度末推定頭数 944 頭に比べ大幅に増加している。 

 

 



保全調整地域の平均生息密度は平成 17 年度以降斬減傾向にあり、平成 17～19 年度平

均 13.9 頭/ｋ㎡から平成 20～22 年度平均 12.7 頭/ｋ㎡となったが、依然として目標密

度 3～7頭/ｋ㎡に比べ 2倍程度の水準にある。 

また、保全調整地域に接した農業優先地域の平均では平成 18 年度以降、 

15 頭/ｋ㎡前後を推移しており概ね生息密度の増加は抑えられているが、目標密度 3頭/

ｋ㎡以下に比べ 5倍以上と高い水準にある。 

一方、保全調整地域に接していない農業優先地域の平均は保全調整地域に接した農業

優先地域の平均に比べて生息密度は低いが平成 17～19 年度平均 3.5 頭/ｋ㎡から平成 20

～22 年度平均 7.0 頭/ｋ㎡に増加した。この結果、農業優先地域全体の平均生息密度で

は平成 17～19 年度平均 7.8 頭/ｋ㎡から平成 20～22 年度平均 12.0 頭/ｋ㎡に増加し、

目標密度 3頭/ｋ㎡以下に比べ、2.6 倍以上から 4倍以上の水準に悪化している。 

  本県におけるニホンジカの有害鳥獣捕獲は農作物被害が増加していた昭和 61 年度か

ら開始されている。当初は天津小湊町、大多喜町、勝浦市で行われていたが、その後の

被害地域の拡大に伴い、旧鴨川市、君津市、鋸南町などにおいても実施されるようにな

った。平成 4 年度からは県による捕獲事業により個体数調整の体制を強化するとともに、

平成 14 年度からは、県が毎年定める「野生鹿有害鳥獣捕獲方針」において設定してい

た捕獲制限区域を撤廃し、捕獲許可の期間を緩和した。 

さらに、平成 20 年度からは入猟者承認制度による安全に配慮した上での銃猟の実施

及び網猟・わな猟は県内全域で解禁し、平成 22 年度から県による個体数調整と効果的

な捕獲方法を検証する事業（野生鹿個体数調整モデル事業）を開始した。その結果、捕

獲数は平成 20 年度が 1,725 頭（うち狩猟が 165 頭）、平成 22 年度が 2,205 頭（うち狩

猟が 142 頭）、と増加している。 

  一方、新たに生息域が拡大した地域では、ニホンジカの捕獲事業を実施していない市

町村が多く、このまま放置した場合、今後、農業被害等が発生してくる可能性があるた

め、早期の対応が求められる。ただし、この地域ではニホンジカの生息密度が低いこと

から、ニホンジカを捕獲しようとしても、経費がかかる割には捕獲できないことが予想

される。 

  これまでの調査結果から、本県のニホンジカの増加率は、生息数の概ね 30％と推定さ

れており、それ以上の個体数調整を行わなければ個体数は抑制されない。 

  効果的な個体数調整を実施するためには、生息状況をモニタリングしつつ、目標個体

数を達成する目標年とそこに至るまでの各年の捕獲目標を設定し、目標達成に向けて県

や市町村等関係機関で連携して捕獲に取り組む必要がある。また、狩猟の取り入れ方や

実施体制の整備について検討することも必要であり、特に、第 1 種銃猟免許所持者の減

少傾向を勘案すると、現在は銃猟による捕獲に偏っている地域や低密度生息地、分布外

縁部におけるわな猟の効果的な活用が求められるところである。 

 

③農林業の被害状況（付属資料 3・4） 

県の記録によれば、ニホンジカによる農林業への被害は、昭和 53 年から記録されて



いる。当初は大多喜町や天津小湊町を中心に、隣接する勝浦市も含め一部の地域でスギ

やヒノキ、桑や落花生に被害が発生していた。 

その後、旧鴨川市、君津市、鋸南町など隣接する市町に被害が拡大し、平成に入る頃

からは、旧鴨川市と天津小湊町が被害の中心地となっていたが、近年では、鴨川市（旧

鴨川市及び天津小湊町）の被害が低下し、勝浦市、大多喜町、鴨川市の 3 町市がほぼ同

等となっている。被害額は平成 2 年度にピーク（7,980 万円）を記録した後、平成 3～

11 年度の間は概ね 3,500 万円前後で高止まりしていたが平成 16 年度以降は概ね 600～

700 万円台で推移しており、5分の 1程度に減少している。 

主な被害作物は水稲で、次いで野菜や林産物が被害を受ける状況が続いているが、近

年、ニホンジカの生息数が増加しているにも関わらず被害が減少している要因の一つと

しては、市町村や県による農耕地周辺での集中的な捕獲事業や防護柵の普及の成果が表

れているものと考えられる。 

なお、この被害金額の調査は、原則として各農家からの申告に基づいて集計している

ため、長年の被害により、申告を行わない農家や、獣害により休耕を余儀なくされたが、

休耕しているために実質的な農作物被害が計上できない農家もあるなどの状況が考えら

れるため、実際のニホンジカによる被害は、調査により得られた面積・金額等とはある

程度の誤差があると考えられる。 

鳥獣による農作物被害の調査は農林水産省により全国的に統一された調査項目が設定

されているが、上記のように数字として表れにくい被害の実態をどのように把握してい

くのかが今後の課題である。 

一方、森林への被害の歴史を東大演習林の記録により分析すると、スギ、ヒノキへの

被害発生は清澄地区（鴨川市）において最も早く昭和 56 年から起こり、続いて郷台、

札郷地区（君津市）へと拡大していった。被害率は年々高まり、従来は年間 6ｈａ行っ

ていた皆伐面積を平成 10 年度からは 1ｈａに縮小せざるを得ない状況にあった。新植地

についても、全滅に近い状態にまで食害を受ける地域もあり、防護対策なしには森林の

健全な育成が望めない状況となっていたが、清澄地区（鴨川市）においては近年の集中

捕獲により、生長の早いスギについては防護柵を設置しなくとも、成林する状況に改善

されている。 

国公有林は、本県におけるニホンジカの生息地の中核となるべき地域であるが、これ

らの地域においても、ニホンジカの生息密度を調整し食害等の被害を抑制するとともに、

ニホンジカの生息地として、保全・整備していかなければならない。 

 

 ④農林業被害防除状況（付属資料 10・11） 

被害防除に関しては、昭和 56 年度から補助制度を設け、防護柵の設置を推進し、被

害防除を図っている。 

事業開始以来、ニホンジカを対象とした防護柵（サル・イノシシ用との兼用含む）は

毎年設置され、平成 22 年度までに設置された防護柵の総延長は約 540ｋｍに達している。

ニホンジカのみを対象として被害防除をする場合、電気柵でなくとも、ある程度の高さ



のある柵を設置することにより効果が得られるが、耐久性に優れた柵を広範囲に設置す

るには莫大な費用がかかるため、防護柵を設置する地域の農業形態や加害鳥獣の種類に

より、設置する柵の種類を適切に選択する必要がある。 

また、ニホンジカに限らず、ニホンザルやイノシシを対象に実施されている防護柵設

置事業は補助事業であるため、基本的に被害農家からの申請により設置場所や設置量が

決められることになる。しかし、ニホンジカの生息区域は、イノシシやサルの生息域と

重複しており、このような加害性の強い野生獣が複数種生息する地域における農林業に

とっての防護柵は必要不可欠な設備であると言える。そのため、防護柵設置の決定に際

しては、被害の多い地域や鳥獣保護区内での優先的設置や、集落単位での設置を推進す

るなどの措置が必要となる。 

このため、平成 23 年度から実施されている「獣害に負けない農村集落づくり事業」

により農村集落が集落ぐるみで話し合い、より効果的な防護柵の設置や生息環境整備

（収穫しない野菜や果物が餌にならないよう処分する、耕作放棄地や低木の生えた見通

りの悪い林を刈り払い隠れ家をなくすなど）などに取り組む集落に対し、総合的な被害

対策計画の策定を支援した。 

また、当該被害対策計画に基づく防護柵等の設置についても、併せて支援している。 

また、防護柵（特に電気柵）を設置した後はその管理を的確に行う必要があるため、

県では、１市町あたり１～４名、合計１２名の「有害獣対策指導員」を設置しており、

点検や技術指導により農家をフォローしている。 

 

⑤生態系への影響（付属資料 28） 

ニホンジカの生息密度が高い（採食圧が強い）地域では、低木層の本数密度や種数が

減少し、植生が貧化している状況にある。 

スギ・ヒノキ人工林における低木層の種組成とシカ生息密度の関係を調査した結果に

よると、ニホンジカの嗜好性が最も高い種の一つであるアオキは、ニホンジカの生息密

度が低い地域（0 頭～3 頭／ｋ㎡）では多く見られ、低木層の最も主要な構成種となっ

ている。しかし、生息密度が 5頭／ｋ㎡以上の地域ではほとんど成育していない。 

スダジイ、ヤブニッケイ、ヒサカキ、アラカシ、ウラジロガシなどは房総の常緑広葉

樹 林 の 主 要 な 構 成 種 で あ る が 、 こ れ ら は ニ ホ ン ジ カ が 高 密 度 

（17 頭／ｋ㎡以上）で生息している地域ではほとんど見られなくなっている。このよう

な高密度地域では、ニホンジカの不嗜好植物であるシロダモ、イズセンリョウ、アリ

ドオシ等だけが多く生育する状況となっている。 

一方、房総半島における最近の研究プロジェクト（宮下 2007）においても、シカが

与える 3つの生態系インパクト（林床植物の種多様性に与える影響、生態系の基盤であ

る土壌流亡に与える影響、陸上でもっとも多様な分類群である節足動物群集に与える影

響）については、5～7頭／ｋ㎡以下にシカ密度を抑制すれば、概ね影響を最小限に抑え

られること、および水稲被害についても、景観要素が被害程度に影響するものの 5頭／

ｋ㎡以下であれば被害が軽微で済むことが明らかにされた。 



また、房総半島における最近の研究（Suzuki et al.2008）において、下層植生の被

度はシカ密度の増加とともに減少するが、植物種数はシカ密度が５～７頭／ｋ㎡の場合

に最大になること、および同程度のシカ密度ではスギ人工林より広葉樹林の方が下層植

生への影響が受けやすいことが明らかになっている。 

房総丘陵の森林では、積雪のある他地域で報告されている高木の樹皮の剥皮はほとん

ど行われておらず、剥皮による樹木の故損は生じていない。しかし、ニホンジカが高密

度で生息している地域では、強い採食圧によって森林の後継樹であるシイ・カシ類の低

木の生育が阻害されており、今後、森林の更新という点で問題が顕在化する可能性があ

る。 

 

⑥ヤマビルによる被害 

  平成 9 年 3 月に千葉県衛生研究所が出した「ヤマビルの生態と防除に関する報告書」

によれば、「本県のヤマビル問題の原点は、1960 年代後半に起こった天津小湊町内浦の

『内浦山県民の森』建設の際の工事関係者の被害であった」、とされている。 

  このころは、既に県によるオスジカの捕獲禁止措置が開始され数年が経過していたが、

ニホンジカの生息数はごく僅かで、内浦山県民の森建設地区は、当時のニホンジカにと

って、最後に残された生息地であったものと思われる。 

  同報告書の中では、哺乳類のみならず、鳥類、爬虫類を含め１５種類以上の動物にヤ

マビルが確実に吸血を行ったが、嗜好性は、大型の動物ほど高いという結果が示された。

また、当時の君津市南部におけるニホンジカの分布拡大とヤマビルの拡大の相関性に触

れ、ヤマビル対策はニホンジカの対策と一元化して実施すべきとの提言がなされた。 

  現在、県では、ヤマビルが生息する地域における講習会により、ヤマビルの生態や身

近で環境に配慮した防除方法の普及啓発を図っている。 

  しかしながら、ニホンジカの分布拡大、生息数増加とともに、ヤマビルの生息域も拡

大していることから、今後はニホンジカの個体数調整とヤマビルの抑制効果についても、

定期的に調査を実施し検証する必要があると思われる。 

 

⑦狩猟者の動向と個体数調整（付属資料 29～30） 

本県の狩猟免許の所持者数は、年々減少を続けており、昭和 5 0 年には 

約１7,000 人いたものが、平成 21 年度は約 6,900 人にまで減少した。 

狩猟免許種別では、免許所持者が大多数を占める第１種銃猟免許所持者の減少が著し

いが、わな猟免許の所持者数は微増傾向にある。 

狩猟免許所持者の高齢化も進んでおり、昭和 50 年には狩猟者の 4 分の 3 を 20 歳代か

ら 4 0 歳 代 が 占 め て い た が 、 現 在 は 7 分 の 1 と な り 、 替 わ っ て 

60 歳以上の狩猟者が全体の約 6割を占めている。 

また、狩猟者登録数でも、狩猟免許者の動向と同様に網猟・わな猟での登録が増加し

ているが、ニホンジカの銃猟における入猟者承認申請者は減少傾向にある。 

こうした狩猟者の減少と高齢化は今後も進むものと思われる。 



現在、県内において個体数調整の担い手となっているのは主に（一社）千葉県猟友会

傘下の単位猟友会だが、猟友会会員についても同じ状況である。 

なお、ニホンジカは、銃器による捕獲数が 2～3 割、わなによる捕獲が 7～8 割で、狩

猟免許所持者数の構成割合と異なり、捕獲の大半はわなにより捕獲されている。 

現在、ニホンジカの年間捕獲数は、市町村が実施する個体数調整等は年々増加してお

り、平成 22 年度は約 2,000 頭が捕獲されている。 

このため、中心的生息地域では生息数は減少に転じたが、新たに生息域が拡大した地

域の市町村の多くはニホンジカの捕獲事業を行っていないことから、県内全域の個体数

を減少させるには至っていない。 

狩猟者はニホンジカの個体数を適正に管理するための個体数調整の担い手となること

から、狩猟者を育成・確保するため新たに実施した各種事業は継続実施していく必要が

ある。 

 

（２）管理の目標 

本県のニホンジカは、他の地域とは交流のない孤立した個体群であり、かつては過度

の捕獲圧により生息数が減少し、絶滅の危険性が言われるほどであった。 

ここで、改めて、ニホンジカは県民共有の財産であるとの視点に立ち、その生息地を

保全・整備し、将来にわたっての安定的な生息を維持することとする。 

同時に生息状況が拡大、増加したことにより発生している農林業への被害や自然植生

への影響、ヤマビルの蔓延を防止するため、科学的知見に基づき設定する適正な生息数

を目指して個体数を調整し、生息域の拡大防止に努めるとともに、農業者やハンターの

減少、高齢化など、農業・農村をとりまく環境を踏まえ、地域の実情に応じた被害防止

対策を実施することとする。 

【目標】 

１ 生物多様性の保全 

２ ニホンジカ地域個体群の将来にわたっての安定的な維持 

３ 農林業被害の削減 

 

 

（３）目標を達成するための基本的考え方 

①ニホンジカ保護管理ユニット（付属資料 32） 

ニホンジカの個体数調整や生息地の管理、被害防除対策を詳細に実施するための基本

的な地域区分として、ニホンジカの生息域をニホンジカ保護管理ユニットに区分する 

各ユニットの境界は、原則として市町村界、道路、鳥獣保護区界、東大演習林界など

とする。 

 

②ゾーニング（付属資料 23・33） 

ア ゾーニングの定義 



○保全調整地域 

林野率及び国公有林率の高い地域等からなる、本県のニホンジカの生息地の中心と

なるべき地域。 

下層植生や森林へのインパクトが許容される程度の密度にニホンジカをコントロー

ルし、生態系の一部としてニホンジカが生息できる環境を整備する地域。 

 

○農業優先地域 

保全調整地域の周辺に位置し、農耕地としての利用が多くなされている  

地域。 

農業への被害を軽減するため、ニホンジカの生息密度を適正にコント ロールする

とともに、計画的な防護柵の設置を推進する。 

 

○拡大防止地域 

農業優先地域に周辺に位置し、農林業被害発生の未然防止のため、ニホンジカの拡

大防止に努める地域。ニホンジカの全頭捕獲に努める。 

 

イ ゾーニングの区分 

各ユニットの解析により得られたデータに基づき、ニホンジカの生息域を前述の 3

つのゾーンに区分する。 

 

【ゾーニングに当たっての基本的考え方】 

・原則として林野率≧０．８かつ国公有林（東大演習林含む）率≧０．５の基準を満

たすユニット及び G6・（林野率が高いことと生息地の連続性を確保するため）のユニ

ットを保全調整地域とする。 

・保全調整地域周辺に位置し、平成 13 年度の分布域調査でニホンジカの生息が確認

された地域を農業優先地域とする。 

・平成 21 年度以降の調査によりニホンジカの生息が確認された地域及びその隣接地

域を拡大防止地域とする。 

 

③目標密度の設定（付属資料 28・34・35・36） 

第 1 次計画では、これまで実施してきたニホンジカの保護管理に関する調査に基づき、

目 標 密 度 を 保 全 調 整 地 域 で 3 ～ 7 頭 ／ ｋ ㎡ 、 農 業 優 先 地 域 で 

3 頭以下／ｋ㎡に設定した。 

以上のことから、第 3 次計画の目標密度は、第１次計画及び第 2 次計画を踏襲すると

ともに、拡大防止区域を新設し、以下のとおりとする。 

保全調整地域     3～7 頭／ｋ㎡ 

農業優先地域     3 頭以下／ｋ㎡ 

拡大防止区域     0 頭／ｋ㎡ 



 

なお、保全調整地域でニホンジカの個体群を維持する以上、拡大防止区域の内側から

外側に、ニホンジカは永続的に拡大移動すると想定される。このため目標密度 0頭／ｋ

㎡が達成・維持されていることを検証することは技術的に困難であることから、0頭／

ｋ㎡は理念目標である。 

  各種調査結果に基づき設定したゾーニングと目標密度により算出した、房総のニホン

ジカ個体群の目標頭数は、別表のとおりとなった。 

  しかし、この目標頭数を算出するために用いた各種の調査結果は、様々な仮定と前提

条件に基づくものであり、不確定な要素を多分に含んでいるということを忘れてはなら

ない。 

  特に、ここで算出された目標頭数は、「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル（ニホ

ンジカ編）」に示されている地域個体群の最低維持水準（ＩＵＣＮの指針）に非常に近

い数値となっていることから、調査結果の誤差や環境変動等のリスクを考慮しつつ、慎

重に取り扱う必要がある。 

以上のような前提を踏まえた上で、将来的には本県のニホンジカを、目標生息数の平

均値の 1,235 頭を中心として、1,000 頭～1,500 頭で維持することが適当と判断すると

ともに、個体数管理と併せて効果的な被害防除対策、生息地管理を推進し、その総合的

な効果をモニタリング調査により常時検証することによって、ここで設定された目標値

を随時見直すこととする。 

 

別表 

ゾーニング名 
ユニッ

ト数 

区域 

面積 

(ｋ㎡) 

林野 

面積 

(ｋ㎡) 

目標密度 

目標頭数 

林野面積と 

目標密度の 

平均値から算出 

保全調整地域 15 139 129 3～7頭/ｋ㎡ 645 頭 

農業優先地域 35 589 393 3 頭以下/ｋ㎡ 590 頭 

拡大防止地域 58 1,659 661 0 頭/ｋ㎡ 0 頭 

計 108 2,387 1,183 ― 1,235 頭 

 

６ 第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項 

（１）数の調整を行うための捕獲方法の検討（付属資料 37） 

房総半島のシカ個体群の適切なあり方を探るために平成 16 年度から平成 18 年度におい

て、環境省の補助金で実施された研究（宮下 2007）によると、房総半島のシカの生息数

を減らすためには、最初の 2 年間に 1,500～2,000 頭以上／年ほどの集中的な捕獲を行う

ことが効果的な方策である一方、現在のように毎年 1,000 頭程度の捕獲数を継続した場合

には、シカの生息数は抑制できず、理論的には 10 年後に 20,000 頭以上に生息数が増加す

ることが示されている。 



この研究結果に基づいた効果的な集中捕獲を行うには、有害捕獲を実施している市町村

や捕獲の担い手となる猟友会、その他関係機関との協力が必要不可欠である。また、予算

措置や捕獲従事者の不足など、様々な問題が所在している。 

県は、研究結果に基づく捕獲の実施計画を検討していくこととする。 

 

（２）第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整（付属資料 37） 

当面は、ニホンジカによる農林業への被害、自然植生への悪影響が確認された場合や、

生息数が目標値を上回っている場合、拡大防止地域においてはニホンジカ及びそのフィー

ルドサインを発見した場合、地元市町村は本計画に基づきニホンジカの個体数調整に努め

る。なお、銃器を使用した個体数調整においては、その実施にあたり、「銃の使用による

捕獲事業の安全対策指針」等を参考に、事故防止のための安全対策を十分に行うことが必

要である。 

県は、市町村の行う個体数調整に対し、モニタリング調査に基づき、毎年、各ユニット

における推定生息数を示すとともに、捕獲区域等について必要に応じて市町村に助言する

こととする。 

 なお、県は、ニホンジカの生息数の状況及び平成 22 年度から実施した野生鹿個体数調

整モデル事業の結果を踏まえ、モニタリングと個体数調整を目的とした調査捕獲事業を必

要に応じ実施していく。 

狩猟者の育成・確保対策のため新たに実施した各種事業について、捕獲の担い手増加の

ため継続実施に努めるものとする。 

 

（３）狩猟 

本県では、基本的に昭和 36 年よりニホンジカの狩猟が禁止されてきたため、個体数調

整は県および市町村における捕獲事業に委ねられてきた。しかしながら、個体数調整を取

り巻く状況は予算の不足、担い手の不足等厳しい状況となっており、ニホンジカの増加に

対し捕獲が追いつかない状況が続いている。 

このような状況から、現行の体制ではニホンジカの個体数の増加傾向を抑えることは相

当困難であると言わざるを得ず、保護管理の現状、関係者の意見等を勘案し、個体数を調

整するための手段として、第 1次計画から狩猟（雌雄）を取り入れてきた。 

第 3 次計画においてもニホンジカ猟（以下、狩猟という）を実施する。本計画の目標と

モニタリング結果及び関係者の意見を尊重し、安全面とニホンジカ個体群の安定的維持や

適正な管理に支障を来たすことのないようにする。 

具体的には、狩猟を効果的かつ安全に機能させるため、網猟・わな猟は本県全域で実施

し、銃猟は入猟者承認制度に基づく必要な規制の下で実施することとする。なお、狩猟の

規制内容については、毎年の実施状況を踏まえて検討するとともに、地域個体群の安定的

維持の観点から、できるだけ捕獲数の総量規制が可能となる措置を講ずることとする。 

また、狩猟の実施にあたっては、県職員や鳥獣保護管理員により狩猟期間中の巡回指導

を行うとともに、狩猟者に対する指導を徹底する。また、地元住民への周知、市町村、警



察との連携強化など、事故防止のための対策を行うこととする。 

 

（４）指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関する事項 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第７条の２第２項第５号の規定に

よる指定管理鳥獣捕獲等事業の実施にあたっては、事業を実施する必要性、実施期間、実

施区域、事業の目標、事業の実施方法及び実施結果の把握並びに評価、事業の実施者等を

指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（以下、「実施計画」という。）に定める。 

 

 ①事業を実施する必要性 

  ニホンジカの生息状況等を継続して調査しているが、近年、生息数の増加により生息

域も拡大しており、高い生息密度を示す地域や新たな被害地も発生している状況である。 

このため、本計画の管理目標である生息密度の低減に向けて、既存の市町村による有

害捕獲事業に加え、県が指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する。この際には、市町村との

役割分担などを考慮し実施区域等について調整を行うよう留意する。 

 

 ②実施期間 

  実施期間については、原則として１年以内とするが、実施区域の実情に応じて適切な

期間で設定するものとし、必要に応じて年度を越えた対応も可能とする。 

 

 ③実施区域 

  実施区域については、ニホンジカが生息する地域とし、具体的には事業計画において

定める。 

 

 ④事業の目標 

  指定管理鳥獣捕獲等事業の進捗状況や達成度の評価が可能となるよう具体的な目標の

設定を考えており、詳細な事業の目標については実施計画において定める。 

 

 ⑤事業の実施方法及び実施結果の把握並びに評価 

 事業の実施方法については、猟法（銃猟、わな猟、網猟等）や規模（日数、回数、人

数等）、作業手順や安全管理、錯誤捕獲時の対応、捕獲個体の回収方法・捕獲個体の処

分方法について実施計画に定める。 
  また、当該事業の実施にあたっては、認定鳥獣捕獲等事業者（以下、「認定事業者」

という。）の活用など効果的な実施に努める。 

なお、指定管理鳥獣捕獲等事業を適切に進めるため、実施結果の把握及び評価並びに

計画の改善を実施し得る体制を整備するとともに、必要に応じて大学・研究機関及び鳥

獣の研究者との連携に努める。 

 

 ⑥事業の実施者 



  千葉県 

 

７ 第二種特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項 

（１）生息環境の保護 

本県のニホンジカの将来に渡っての安定的な維持を図るために、その生息環境を整備す

ることは、ニホンジカのみならず、生態系全体の保全、生物多様性の保全といった長期的

観点からも重要な事項である。 

ニホンジカの生息の安定的な維持を図るためにはその生息地を分断又は孤立させず、生

息地の連続性を確保する必要があることから、現在設定されている鳥獣保護区の継続指定

と、生息地間を結ぶ回廊となるべき地域の新規指定について、農林業被害の状況を踏まえ、

各関係者との調整に努めることとする。 

 

（２）生息環境の管理 

現在のニホンジカの生息数増加の大きな原因として、人間の活動によりもたらされた良

好な餌場環境の出現がある。房総半島における最近の研究（Miyashita et al.2007）にお

いても、林縁の増加がニホンジカの食物の質の向上や妊娠率の増加を引き起こしているこ

とが確かめられており、伐採地、農地、道路等の存在や造成がシカの増加をもたらす要因

となっていることは間違いない。このことから、ニホンジカの生息地として保全・管理す

べき地域における伐採や開発に際しては、ニホンジカを含む野生動物の生息地管理の観点

に配慮した事業実施が図られるべきである。 

同時に、人工林の長伐期化、伐採面積の細分化や複層林化、適度な間伐などの方法によ

り、食餌植物を量的に制限することにより個体数をコントロールする対策が必要である。

食害が激しい造林地における広葉樹の導入など、広葉樹林回復のための方策も含め、土地

所有者、管理者のみならず、民間団体やボランティアなど多様な主体の協力を得ながら実

施する必要がある。 

一方、農耕地やその周辺は、ニホンジカや野生猿、イノシシに栄養価の高い食物を手軽

に採食できる場として認識させないため、土地所有者等は林縁や耕作放棄地など農用地の

適正管理、放任果樹の伐採、防護柵の計画的な設置などの環境整備を推進する必要がある。

「野生動物にとって魅力のない集落環境の整備」は、効果的な被害防除対策でもあり、野

生動物の繁殖率を抑制するなど、間接的な個体数調整の効果も期待できる。 

個体数調整の進捗状況に応じ、間伐の実施による下層植生の回復を図るなど、ニホンジ

カの生息環境の整備に関しては、今後もモニタリング調査を継続しながら検討する必要が

ある。 

 

８ その他第二種特定鳥獣の管理のために必要な事項 

（１）実施体制の整備 

被害防除対策の実施に当たっては、県の環境部門や農政・林政部門、試験研究機関が協

力して、総合的に行うこととする。また、市町村、農林業者、地域住民、森林管理者、狩



猟者団体等と連携するとともに、関連民間団体や都市部住民等によるボランティアからも

協力を得る。 

県は、ニホンジカの生態や被害防除技術に関するマニュアル等を整備するとともに、専

門家による講習会等の開催や地域における被害防除のための活動に積極的に関わることに

より市町村や農林業関係者を含む地域住民に対し、総合的な鳥獣害対策の知識や技術を普

及し管理対策の人材を育成する。 

また、自然環境の保全や農業地域と都市地域の交流などを目的とした民間団体と協働し、

房総中南部地域が抱える獣害問題について多くの県民に理解を求めるとともに、農村の活

性化に努める。 

県や市町村、農業協同組合、森林組合等は、互いに連携し、被害を受けている農家に対

し、技術的な支援を行うとともに、被害防除に関する情報を提供する。 

 

（２）防護柵の設置に関する事項 

防護柵は、農地等へのニホンジカの侵入を防ぐ施設であり、適正な設置や管理を実施す

ることにより被害を防ぐことができるため、引き続き設置を推進する。 

設置に当たっては、被害地全体での被害減少を図るため、集落を単位とした長期的な全

体計画を実施主体が作成し、それに基づき毎年設置することが望ましい。 

市町村等は農家からの希望のみでなく、将来的な防護柵の設置状況を見据えて、より効

果的な設置を推進すると同時に、県は助言等によりそれを支援する。 

ニホンジカの生息区域は、ニホンザルやイノシシの生息区域とも重複しているため、サ

ル用・イノシシ用防護柵を兼ねた電気柵を設置する場合が多いが、電気柵の効果を生かす

ためには、設置後の維持管理が重要である。電気柵の設置を希望する農家に対しては、維

持管理の重要性を事前によく説明すると同時に、集落単位で、維持管理の協力体制を築く

ことも重要である。 

また、防護柵は、より高い密度でニホンジカが生息することになる保全調整地域で優先

的に設置されるべきである。 

 

 

（３）有害獣対策指導員の設置に関する事項 

被害市町村に有害獣対策指導員を設置し、電気柵等の被害防除施設の定期的な巡回、被

害対策技術の指導・普及などを実施し、被害農家の意識高揚を図る。 

なお、平成 24 年度より防護柵の設置が進んできた南房総市を区域に加える。 

また、指導員の知識や技術を向上させるため、県は指導員に対し積極的に管理に関する

情報を提供するとともに、研修会等を実施する。 

これらにより、指導員は、電気柵の維持管理、集落における野生動物誘因の除去など、

より専門的な知識や技術を身に付け、農家に対し情報提供や支援を行う。 

 

 



（４）モニタリング等の調査研究 

本県のニホンジカを科学的・計画的に管理していくためには、長期にわたって、生息数

や生息密度、個体の状態等について調査し、その動向を把握していくことが重要である。 

モニタリング調査により得られた各種の指標に基づき、過去に実施した保護管理対策の

効果を検証するとともに、目標密度や捕獲個体数、捕獲区域、被害防除方法など次期の管

理施策に反映させる。 

 

①モニタリングの項目 

以下の項目について、予算状況等を勘案し、できる限り調査を実施する。 

 

【概ね５年ごとに行う調査項目】 

○聞き取りやフィールドサインによる分布調査 

○自然植生に対するニホンジカの採食圧の分析（固定調査地における定期的な調査） 

○生態系への影響調査（特定植物の消失や土壌流出等） 

○毎年実施したモニタリングの資料の分析・総まとめ 

 

【できる限り経年的に行う調査の項目】 

○固定した調査地点における区画法、糞粒法、ライトセンサスによる生息数、密度の推

定 

○捕獲効率の検証による生息動向の把握 

○捕獲実態の把握（ユニット別・雌雄別の捕獲状況） 

○捕獲個体の解析（栄養状態・繁殖状態、食性の把握） 

○被害状況（発生場所、加害鳥獣、被害面積・量・金額、被害作物名等） 

 

②モニタリングの活用 

上記の項目により調査し、得られた結果は管理計画を進める際の指標として活用する。

そのため、個体数の推定方法の精度向上、被害状況調査の手法の改善や評価方法の導入、

生息密度と農林業被害・自然植生への影響の関係の解明などの課題に取り組む必要があ

る。 

 

③基礎データ収集体制の維持（付属資料 34） 

捕獲した個体から得られる様々な情報の積み重ねは、長期的に管理を実施していく上

で貴重な基礎資料となるものである。 

本県においては、市町村の有害鳥獣捕獲により捕獲した個体の一部から下顎骨、胃内

容物、腎臓及び腎脂肪、子宮、卵巣を採取し、性別、体重、角の数、捕獲地点の報告を、

また、全個体について個体記録一覧票及び捕獲地点図の提出を義務付けている。 

これらは適切な管理を推進するための基礎データを収集する体制として、今後も県が

責任を持って継続していく必要がある。また、県による調査捕獲の復活について、今後、



必要に応じて検討を加えるものとする。 

県及び市町村は基礎資料蓄積の重要性を認識し、捕獲実施者への周知徹底を図ること

とする。 

また、狩猟により捕獲された個体のデータを収集するため、狩猟者に対しても協力を

求めていくこととする。 

 

（５）計画の実施体制 

①計画作成・検討機関 

第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）を作成する場合、千葉県環境審議会鳥獣部会

ニホンジカ小委員会（以下、「ニホンジカ小委員会」という。）を設置する。当該ニホ

ンジカ小委員会では、ニホンジカに係る被害防除や個体数調整、生息環境の保全・整備

等管理に係る総合的な施策について検討を行う。当該ニホンジカ小委員会はニホンジカ

の管理に係る各方面の関係者により構成されるものとする。なお、計画に基づき実施さ

れた施策の効果を評価・検証し、次期計画に反映させるため、当該ニホンジカ小委員会

は毎年開催することとする。 

 

②千葉県野生鳥獣対策本部（付属資料 1・2） 

 野生鳥獣による農作物被害に対し、地域・市町村・県が一体となって防護・捕獲・生

息環境整備及び資源活用の野生鳥獣対策を総合的に推進するために設立した「千葉県野

生鳥獣対策本部」を活用し、野生鳥獣対策を総合的に実施していく。 

 

③実施機関 

計画に基づき実施する各種施策は、県、市町村が主体となるが、主要な実施者は、生

産者団体や狩猟者団体が行う場合が多い。これらの機関は管理の実行に欠かせない重要

な現場技能集団であるが、近年の中山間地における過疎化や高齢化の進行等により人材

の確保が困難となっている。 

 多様な実施主体の存在は、管理計画の目標を達成するため必要不可欠である。県は関

係機関と連携し、担い手の増加及び質の向上のため実施することとした各種対策の継続

実施に努めることとする。 

 

④野生動物管理体制の検討 

現在、本県のニホンジカに関しては県による調査が行われ、管理の基礎となるデータ

を毎年蓄積し、施策の重要な基礎資料となっている。 

野生動物の管理に対しては、科学的知見に基づき専門的、長期的、総合的に取り組む

必要がある。そのためには、恒常的なモニタリングが必要不可欠であるが、ニホンジカ

のみならずニホンザル、イノシシ、外来種であるアカゲザル、キョン、アライグマ、ハ

クビシンなど早急に対処すべき野生動物に関する課題が山積している現在では、必要と

されるすべての調査を実施するには至っていない。 



そのため、今後は、県が専門的・継続的にこの問題に対応し、一貫した施策を実施す

るため、鳥獣行政全般を担当する専門職員の養成や組織体制の整備について検討するこ

ととする。 

（６）その他 

①情報公開(普及啓発)と合意形成 

県は、野生鳥獣の管理について、積極的に情報公開を行う。 

県は市町村と協力し、計画内容やモニタリング調査等の情報公開を行い、農林業団体、

自然保護団体等、広く県民の合意形成を図るよう努める。 

 

②フィードバックシステムの確立 

管理対策の結果を的確に評価し、次期計画にフィードバックするため、以下のような

管理体制を持続させる。 

 

 

モニタリングの取りまとめ 

 

 

小委員会開催 

パブリックコメント 

利害関係人からの意見聴取 

審議会開催 

    

個体数調整 

生息環境の保全・整備 

被害防除対策 

 

  対策の効果検証 

 

  

現状把握（調査） 

モニタリングの実施 

管理対策の実施 

管理計画の策定 評
価
・目
標
見
直
し 

 

 

 

 

 

 

小

委

員

会

開
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第Ⅱ部 

  



１ 第 1次計画の実施状況と課題（付属資料 1～7） 

野生鳥獣による農作物被害に対し、地域・市町村・県が一体となって防護・捕獲・生息

環境整備及び資源活用の野生鳥獣対策を総合的に推進するため、県・市町村・関係団体で

構成する「千葉県野生鳥獣対策本部」を設立し、各種取り組みを実施した。 

各種対策により、農業被害額は、第 1 次計画期間中はほぼ横ばいの状況であるものの、

以前に比べればかなり減少してきている。一方、ニホンジカの個体数は依然として抑制さ

れておらず、平成 18 年度に実施した調査によれば、ほとんどのユニットにおいて、生息

密度の管理目標（保全調整地域 3～7 頭／ｋ㎡、農業優先地域 0～3 頭／ｋ㎡）を達成して

いない。また、分布域の拡大も抑制されていない。 

  

（１）数の調整（付属資料 9） 

本計画に基づき、各市町村において、個体数調整を実施した。なお、県がモニタリング

調査と個体数調整を目的として実施してきた調査捕獲事業については、平成 18 年度に県

による野生猿生息数調整のための調査捕獲事業で地元住民に対する誤射死亡事故が発生し

たことに伴い、捕獲事業の見直しを行った結果、平成 18 年度から中止した。 

また、モニタリング調査に基づき、各ユニットにおける推定生息数を算出し、市町村に

情報提供を行った。 

今後は、県が責任を持ってニホンジカの個体数の状況を継続的にモニタリングし、状況

に応じて、県捕獲事業の再開の必要性について検討することが必要である。 

また、市町村有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟免許所持者の増加を図るための各種対策

を検討する必要がある。 

 

（２）狩猟（付属資料 10） 

安全面とニホンジカ個体群の安定的維持や適正な保護管理に支障を来たすことのないよ

う配慮して狩猟（網猟・わな猟・銃猟）を実施した。 

平成 17 年度の銃猟実施にあたっては、銃猟制限区域を設定してその範囲内に限定して

銃猟を解禁したが、一般的にグループで実施するシカ猟に対し単独申請しか認めなかった

ことや天候が不順であったことなどから銃猟の捕獲実績は 4 頭という少ないものであった。

なお、平成 18 年度は、県調査捕獲事業における誤射死亡事故の発生を受け、銃猟の実施

を中止した。 

なお、平成 19 年度では、法改正により創設された入猟者承認制度を活用し、8市町で人

数を制限して銃猟を実施した。また、平成 17 年度の反省を踏まえ、申請の単位を 10 名と

した。 

今後は、銃猟については入猟者承認制度の活用を基本として安全面等に配慮して狩猟を

実施していくとともに、毎年度の実施状況を踏まえ、承認者数などの内容を検討していく

ことが必要である。 

 

 



（３）生息環境の保護 

  ニホンジカの生息環境を整備するため、現在指定されている鳥獣保護区を継続指定し

た。なお、生息地間を結ぶ回廊となるべき地域の新規指定については、第 9 次鳥獣保護

事業計画に位置づけ、その指定に努めたが、利害関係者の意見調整が整わなかったため、

指定には至らなかった。 

  近年、野生鳥獣による農林業被害が深刻化しており、鳥獣保護区の指定については、 

利害関係者の意見を踏まえ、慎重に検討していく必要がある。 

 

（４）生息環境の整備 

県有林を中心とした人工林の長伐期化や複層林化、間伐などに取り組むとともに、ボラ

ンティアや民間団体の協力のもと、里山・遊休農地等の整備を推進してきた。 

また、野生鳥獣の生息に配慮した森づくりのために、昭和 59 年度から 63 年度、平成 3

年度に県有林に植栽を実施したところであるが、今後は、この結果を踏まえた森づくりの

方策について再検討する必要がある。 

 

（５）被害防除対策（付属資料 11・12） 

農地等へのニホンジカの侵入を防ぐため防護柵の設置を推進した。その結果、累計の設

置状況は、平成 17 年度は 447,346ｍ、平成 18 年度は 480,862ｍとなった。しかし、計画

的な設置の推進や集落単位での維持管理体制の構築については、一部に実現に向けた動き

があるものの、その動きが全体に広がっているとは言えない状況である。 

また、有害獣対策指導員を 6 市町に合計 12 名任命し、電気柵等の被害防除施設の定期

的な巡回や被害対策技術の指導・普及を行った。 

さらに、イノシシ対策が主な目的ではあるものの、効果的な防護方法の研究開発に取り

組むとともに、農林業者、農林業団体、市町村・県担当職員を対象にした千葉県野生鳥獣

被害防止対策研修会を開催し、地域ぐるみの被害防止対策の実践について研修するととも

に、防護柵の展示・実演を通じ適正な利用方法を確認した。 

今後は、防護柵の効果的で計画的な設置の推進を行っていくことや、集落単位での維持

管理体制を構築するとともに、ニホンジカの効果的な防護方法の研究開発や、生態や被害

防除技術に関するマニュアル等の整備を図っていくことが重要な課題である。 

 

（６）モニタリング等の調査研究 

ニホンジカを科学的・計画的に保護管理していくため、生息数や生息密度、個体の状態

等について調査したが、予算の状況等の問題から、分布調査など計画で予定されている調

査で実施できなかったものもあった。なお、県が実施した調査結果を踏まえ、市町村によ

る有害捕獲の実施や狩猟の解禁を行った。 

 県が実施していた調査捕獲事業で捕獲された個体を調査のための試料として活用してい

たところであるが、平成 18 年度に県の調査捕獲事業が中止された。   

 



千葉県における調査捕獲とそこで確保された個体の分析・モニタリングは、千葉県のシ

カの科学的な保護管理システムの基盤となってきたものであり、捕獲事業の中止は、モニ

タリング体制に大きな打撃となった。 

調査のために必要な試料については、市町村の有害捕獲で捕獲された個体から確保した

ところであるが、その数は十分なものではなかった。 

  県調査捕獲を実施していた頃から試料の回収数は減少傾向にあり、科学的な検証のため

に必要な試料数の確保およびモニタリングの調査実施体制の確立が今後の大きな課題とな

っている。 

 

２ 第２次計画の実施状況と課題 

野生鳥獣による農作物被害に対し、地域・市町村・県が一体となって防護・捕獲・生息

環境整備及び資源活用の野生鳥獣対策を総合的に推進するため、県・市町村・関係団体で

構成する「千葉県野生鳥獣対策本部」を設立し、各種取り組みを実施した。 

ニホンジカの個体数は中心的生息域では減少の兆しがあるが、生息域の拡大が確認され

た。平成 21～22 年度に実施した調査では、ほとんどのユニットにおいて、生息密度の管

理 目 標 （ 保 全 調 整 地 域 3 ～ 7 頭 / ｋ ㎡ 、 農 業 優 先 地 域 

3 頭/ｋ㎡以下）を超過している。 

一方、各種対策により、農業被害額は、ピーク時に比べ 5 分の 1 程度の概ね 600～700

万円台で推移している。 

 

（１）数の調整 

市町村の捕獲事業に対し引き続き補助するとともに、平成 21 年度から、補助算定額を

増額した（基礎額 10 万円を 20 万円に増額）。 

年度 ニホンジカの捕獲に対し交付

した補助金 

対前年比 備考 

H20 8,220 千円 －  

H21 9,644 千円 117.3%  

H22 12,513 千円 129.7%  

H23 未確定 －  

補助算定：基礎額（平成 20 年度：10 万円、平成 21 年度以降：20 万円）＋6 千円/頭×捕

獲頭数（ただし、事業費の 2分の 1以内） 

 

平成 20 年度から、市町村の捕獲事業の担い手となる狩猟免許所持者の増加を図るため、

狩猟免許試験の開催回数を 3回/年から 4回/年に増やした。 

平成 22 年度から、効果的な捕獲方法の検証及び個体数調整を目的とする「野生鹿生息

数調整モデル事業」及び銃器を使用する市町村有害鳥獣捕獲従事者の資質向上のため「有

害鳥獣捕獲員研修」（法令講習、実射講習）を開始した。 

  



年度 法令講習 実射講習 備考 

H20 － －  

H21 － －  

H22 7 回開催 39 回開催 約 1,000 名受講 

H23 10 回開催 41 回開催  

平成 23 年度から、野生獣の捕獲従事者の確保・育成を促進するため、わな免許の取得に

係る経費の補助事業（市町村が捕獲の従事者となる者のわな猟免許の新規取得に要した費

用を助成した場合、その経費の 2分の 1を補助）を開始した。 

これらの結果、捕獲数は 1,560 頭（平成 20 年度）から 2,063 頭（平成 22 年度）に増加

した（狩猟を除く）。 

特定鳥獣の保護管理がおこなわれるべき区域の外に生息域が拡大している。なお、生息

数の推定には糞粒－区画法を使用しているが、低密度の生息域においては、正確な推定が

できていない可能性がある。 

 

（２）狩猟 

 網猟、わな猟は県内全域で解禁し、銃猟は入猟者承認制に基づく必要な規制の下で解禁

した。 

 具体的な規制内容は、前年度の実施状況を踏まえ、毎年、千葉県特定鳥獣保護管理計画

（ニホンジカ）検討会での検討を経て決定した。 

その結果、ニホンジカ猟に起因する狩猟事故・違反及び住民等の苦情はなかった。 

 

（３）生息環境の保護 

イノシシ等の野生鳥獣に起因する農林業被害が増加しており、新たな鳥獣保護区を設定

する状況にないことから実施しなかった。 

生息域の回廊となるべき地域に鳥獣保護区を新たに設定しなかったが、ニホンジカの生

息域の連続性は確保されている。 

 

（４）生息環境の管理 

 農村集落単位での計画的かつ効果的な獣類被害対策を支援するため、新規モデル事業と

して「獣害に負けない農村集落づくり事業」を平成 23 年度から実施した。 

（概要） 

・補助対象：農村集落 

・補助対象経費：被害対策計画作成費、防護柵購入費、わな購入費、刈り払い機購入費等 

・補助額：初年度 800 千円/地区（定額）、2年度目 300 千円/地区（定額）、 

3 年度目 200 千円/地区（定額） 

 

 

 

 



年度 実施箇所数 対前年比 備考 

H20 － －  

H21 － －  

H22 － －  

H23 1 地区 － 

ニホンジカを対象

としない地区を除

く 

結果について、フォーラム等を通じて広く普及啓発を行い、広域的な取り組みにして

いく。 

 

（５）被害防除対策 

 農地等へのニホンジカ他の侵入を防ぐため防護柵の設置を推進し、設置延長が 10,294ｍ

/年（平成 20 年度）から 18,194ｍ/年（平成 22 年度）に増加した。 

防護柵設置延長 

年度 
設置延長 

（S56 年度からの累計設置延長） 
対前年比 備考 

H20 
10,294ｍ 

（494,783ｍ） 
－  

H21 
22,777ｍ 

（517,560ｍ） 
221.3% 

 

H22 
18,194ｍ 

（535,754ｍ） 
79.9% 

 

H23 未確定 －  

集落単位での設置には至っていないことから、防除効率の向上ため、集落単位での計画

的な設置の推進が必要である。 

「獣害に負けない農村集落づくり事業」により計画的な設置を図るとともに、その結果

について、フォーラム等を通じて広く普及啓発を行い、広域的な取り組みにしていく必要

がある。 

なお、1名欠員となったため有害獣対策指導員を 6市町に合計 11 名任命し、電気柵等の

被害防除施設の定期的な巡回や被害対策技術の指導・普及を行った。 

 

（６）モニタリング等の調査研究 

 ニホンジカを科学的・計画的に保護管理していくため、生息数や生息密度、個体の状態、

分布等について調査した。 

予算の状況等の問題から、生態系への影響調査（特定植物の消失や土壌流出等）など計

画で「予算状況等を勘案し、できる限り調査を実施する」とした調査が実施できなかった

ものもあった。 

 今後も各種調査について実施していくことが必要である。 

 

 



 

年度 調査名 調査内容 実績 

H20 野生鹿調査 

糞粒調査 （実施場所）鴨川市、君津市 

栄養状態等モニタリン

グ 
114 頭 

H21 

野生鹿調査 

アオキの食痕調査 840 箇所 

糞粒調査 

（実施場所）大多喜町、勝浦

市、御宿町、富津市、市原市、

鋸南町、いすみ市、南房総市 

栄養状態等モニタリン

グ 
41 頭 

野生獣の生

息状況・農

作物被害状

況アンケー

ト調査 

被害状況、対策実施の

有無及び効果等 

（実施場所）市原市、勝浦市、

いすみ市、大多喜町、御宿町、

木更津市、君津市、袖ケ浦市、

富津市、館山市、鴨川市、南房

総市、鋸南町 

H22 野生鹿調査 

アオキの食痕調査 343 箇所 

糞粒調査 （実施場所）鴨川市、君津市 

栄養状態等モニタリン

グ 
121 頭 

H23 

野生鹿調査 

（予定） 

アオキの食痕調査 未 

糞粒調査 未 

栄養状態等モニタリン

グ 
未 
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改正の必要性 

  ニホンジカ、イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻化 
  狩猟者の減少・高齢化等により鳥獣捕獲の担い手が減少 
→  鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手育成が必要 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法） 
の一部を改正する法律について 

３．指定管理鳥獣捕獲等事業の創設 
  集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣（指
定管理鳥獣）について、都道府県又は国が捕獲等をする事業（指定管理鳥獣捕
獲等事業）を実施することができることとする。当該事業については、①捕獲等
の許可を不要とする。②一定の条件下※で夜間銃猟を可能とする等の規制緩和
を行う。（第14条の２） 

１．題名、目的等の改正 
 その数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣による生活環境、農林
水産業又は生態系に係る被害に対処するための措置を法に位置付けるため、法の題名を
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め、法目的に鳥獣の管理を
加える（第１条）。これに伴い、鳥獣の「保護」及び「管理」の定義を規定する（第２条）。 

【定義】 生物多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、 

鳥獣の保護：その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその

生息数の水準及びその生息地の範囲を維持すること 

鳥獣の管理： その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させること 

２．施策体系の整理 
 都道府県知事が鳥獣全般を対象として策定する「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事
業計画」に改める（第４条）。また、特に保護すべき鳥獣のための計画と、特に管理すべき鳥
獣のための計画を以下のとおり位置づける（第７条及び第７条の２）。 

都道府県 

知事策定 

第一種特定鳥獣 

保護計画 
その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣
（第一種特定鳥獣）の保護に関する計画 

第二種特定鳥獣 

管理計画 
その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣
（第二種特定鳥獣）の管理に関する計画 

４．認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入 
 鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は、鳥獣の捕獲等に係る安
全管理体制や従事する者の技能及び知識が一定の基準に適合して
いることについて、都道府県知事の認定を受けることができることとす
る（第18条の２から第18条の10）。 

５．住居集合地域等における麻酔銃猟の許可 
 都道府県知事の許可を受けた者は、鳥獣による生活環境の被害の防止のため、住居集合
地域等において麻酔銃による鳥獣の捕獲等ができることとする（第38条の２）。 

夜間に撮影された 
ニホンジカ  

閉鎖車道を活用し、車両で移動し捕獲・回収 

６．網猟免許及びわな猟免許の取得年齢の引き下げ（20歳以上→18歳以上）（第40条）等 

改正内容 

※ 希少鳥獣については、環境大臣が計画を策定することができることとする（第７条の３及び第７条の４）。 

※ 都道府県知事又は国の機関が、４の認定鳥獣捕獲等事業者に委託して行わせ、方法や実施
体制等について都道府県知事の確認等を受けた場合 

 ※ 公布の日から起算して１年以内の政令で定める日から施行する（一部を除く）。 











































































































 

千葉県環境審議会鳥獣部会運営規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県環境審議会運営規程（以下「審議会規程」という。）   

第７条及び第１３条の規定により、千葉県環境審議会鳥獣部会（以下「部会」と  

いう。）の議事及び運営に関し、審議会規程に定めるもののほか、必要な事項を  

定めるものとする。 

 

（小委員会の設置等） 

第２条 部会に下表の左欄に掲げる小委員会を置き、それぞれ対応する同表の右欄に

掲げる事務を所掌する。 

小委員会の名称 所掌事務 

ニホンザル小委員会 ニホンザルの保護管理に関すること。 

ニホンジカ小委員会 ニホンジカの保護管理に関すること。 

イノシシ小委員会 イノシシの管理に関すること。 

アカゲザル小委員会 アカゲザルの防除に関すること。 

キョン小委員会 キョンの防除に関すること。 

アライグマ小委員会 アライグマの防除に関すること。 

２ 部会長は、必要と認めるときは、特別の案件を審議するため、前項に規定する  

小委員会以外の小委員会を設置することができる。 

３ 部会長は、必要と認めるときは、二以上の小委員会の所掌に係る案件について 

審議するため、二以上の小委員会の合同の小委員会を設置することができる。 

 

（諮問の付議） 

第３条 部会長は、千葉県環境審議会会長から諮問の付議を受けた場合は、当該諮問

を前条により設置した適当な小委員会に付議することができる。 

  ただし、鳥獣保護事業計画、鳥獣保護区の指定及び拡張に関する事項については

この限りでない。 

 

（小委員会の会議） 

第４条 小委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長と 

なる。 

２ 会議は、委員、専門委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の半数以上の

出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の  

決するところによる。 

 

 

 



 

 

（小委員会の決議） 

第５条 部会長は、一の小委員会の決議を他の小委員会に付することが適当と認める

ときは、当該決議に係る案件を当該他の小委員会に調査審議させることができる 

ものとする。 

２ 審議会規程第７条第４項の規定により準用する同規程第６条第１項の規定は、次

の各号に掲げる事項についてのみ適用する。 

 一 特定鳥獣保護管理計画の進行管理及び当該計画の変更を伴わない実施方法等

の改善に係る検討に関する事項 

 二 特定外来生物防除実施計画の変更、進行管理及び当該計画の変更を伴わない 

実施方法等の改善に係る検討に関する事項 

 三 前２号に掲げるものの他、あらかじめ部会で議決した事項 

 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、部会及び小委員会の議事及び運営に関し  

必要な事項は部会長又は委員長がそれぞれ定める。 

 

  附 則 

 この規程は、平成２５年８月２８日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、平成２６年１２月１９日から施行する。 


